
平成 ２７年 ９月１０日  発 行 

     愛知県 自動車車体整備 協同組合    

                                         発 行 責 任 者：諸 戸 行 雄    

                                        

 

 

８月より平成２７年度 前期巡廻健康診断（一般・有機溶剤・エチ 

ルベンゼン・ペプシノーゲン等）が始まりました。 

８月に９ケ所で実施され、今月は３ケ所を予定しております。 

申し込みをされた方は、健診日をお忘れの無いようにお願いします。 

 また、施設を提供して頂きました組合員様に感謝申し上げます。 

← ← ← ８月２０日午後、今回初めての会場となった港区の 

中部盲導犬協会での健診風景。 

 

先の国交省の人事異動により中部運輸局に新たに就任されました鈴木中部運輸局長、江坂次長 

及び杉﨑技安部長へ、８月２４日に金原理事長及び諸戸専務で表敬訪問を致しました。 

特に江坂次長は、前職が国交本省の整備課長として直接の担当責任者であり、自動車車体整備関係 

については精通されており、併せて日車協本部及び関係組合の実情も熟知されておられます。 

当組合として、現在抱えている自動車車体整備業界における問題点・要望等を訴えてきました。 

 

９月５日（土）及び６日（日）、ポーラ名古屋ビルにおいて、 

平成２７年度の教育委員会の事業活動計画の一つである 

「有機溶剤作業主任者技能講習」が開催され、組合員２２名と 

一般２３人の計４５人が受講し、修了証を交付されました。 

修了証が交付された人は、今後、有機溶剤作業主任者として 

選任することが出来ます。  

 

８月２０日に東京で開催されました、今年度４回目となる日車協連推薦会議において、中部ブロッ 

クからの役員(理事)候補者として推薦した愛車協理事長「金原正和」氏、及び福車協理事長「佐竹 

昭三郎」氏の両名が推薦され、８月２８日の新旧理事会でも承認されました。 

今後、９月１５日の日車協連の臨時総会の承認を得て、日車協連の理事に就任される予定です。 

 

①当組合バナー広告にもあります、港区の「（株）大東工業」様が８月よりホームページを刷新され 

ました。トップページには、会社の愛犬「ケン」・「ゴロー」がマスコットとして登場しておりま 

すので、是非ご覧下さい。         URL http://www.bs-daito.co.jp/ 

②また、昭和区の「（株）カトウ」様も９月よりホームページを公開しました。 

主業務の鈑金塗装・新サービスの欧州車メッキモール磨き・歴史ある会社のアピール等を主に構成 

されておりますので、是非ご覧下さい。   URL  http://www.katoban.jp/ 



 

既にお知らせしました、平成２７年度の教育委員会の事業活動計画の一つである「接合溶接等の 

研修会」を日本自動車補修溶接協会（東京）の専門家を講師に、次のとおり開催する予定ですが、 

受講希望者数が５０人に達しましたので、会場の設営関係から誠に申し訳ありませんが、受付を終了 

とさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。 

日 時 ： 平成２７年９月２７日 (日)  １３時３０分～１６時 

場 所 ： 一宮駅i-ビル（アイ・ビル）６階会議室（TEL：0586-28-9153） 

〒491-0858  愛知県一宮市栄3丁目1番2号 

・受講者には、研修修了証（講演元発行）が発行されます。 

 

第２３回事業委員会が９月３日 (木)１３時３０分から愛車協事務室内で開催されました。 

理事長、賛助会員はじめ１０名の出席があり、澤田委員長から 

「今年の夏は特に猛暑日が続きましたが、我々の業界も熱い思い 

で取り組んで行きたいと思います。」との挨拶があり、１２月３日   

開催予定の賛助会員との意見交換会の運営について詳細に検討さ  

れました。 

検討内容については、賛助会員への要望事項等を支部でまとめ 

て報告いただくよう各支部長へ文書を発出することとし、理事及 

び支部長の意見交換会の出席を呼びかけました。 

 

国土交通省は自動車の不具合による事故防止や環境保全を図ることを目的に、自動車の点検・整備 

の義務付けや自動車ユーザーの保守管理意識を高めるための運動を今年も９月１日から１０月３１ 

日までの２ケ月間実施しますので、組合員自ら率先してマイカー等の定期点検を実施しましょう。 

 

  今月は、「法定労働時間、法定休日」 です。 

  労働基準法では、休憩時間を除き、原則１日８時間・１週間４０時間（法定労働時間と言う。） 
これを超えて労働させることは、原則として禁止されています。この原則に違反した使用者は、 
６ケ月以下の懲役また３０万円以下の罰金に処せられます。 
また、労働者には、毎週少なくとも１日、または４週間を通じ１日以上の休日（法定休日と言う。）

を与えなければなりません。  ☆ ★ ☆ 

 

とある新聞の記事に「笑顔」の効果について掲載されてありました。 

「英国の研究者によると、１回の笑顔は約３００万円を受け取るのと同じだけ脳を刺激する 

のだとか。  故意の笑顔でも同じらしい。  笑顔になることで判断力が上がり、能力を発揮 

できるようになる。  健康にもなるし、それが周囲にも伝染すると良いこと尽くしだ。」 

ウム☆ なるほど☆ もしかすると笑顔で仕事減少を補えるとウフフ (^o^)   (^o^) （ｙ.ｍ） 

 


